
 

令和６年度事業計画（案） 

～ デジタル社会に機能する行政書士法の改正に向けて～ 
 
令和 5 年度は、長らく国民生活に影響を与えてきた新型コロナウイルス感染症が 5 類感染症へ移行された

ことにより、再び人流が活発化し、社会経済活動にも回復の兆候が見られました。他方、コロナ禍を契機と

して急速に浸透したデジタル技術の活用は、日々の暮らしや企業活動等に様々な恩恵をもたらす一方で、公

的分野を始めとした各方面に既存の枠組みを超えた抜本的な改革を迫り、行政書士業界にとってもデジタル

時代における行政書士制度の在り方や行政書士制度の未来に向けた大きな課題に向き合うこととなった 1 年

となりました。 
本格的なデジタル社会への移行を目前に控え、これまで主として紙による申請業務に従事してきた行政書

士も、デジタル化を前提とした業務に対応すべく、制度のみならず、個々の会員の意識から変わらなければ

ならない時期が到来しています。令和 6 年度も引き続き、行政書士法改正を推進し、デジタル社会に機能す

る行政書士制度の確立に取り組んでまいります。 
デジタル化の推進に当たっては、令和 5 年度に本会とデジタル庁との間で「誰一人取り残されないデジタ

ル社会」の実現のために必要な事業の企画及び実施に関して、相互に協力して推進するための連携協定を締

結しました。これを契機とし、令和 6 年度においてもマイナンバーカードの普及促進やデジタルデバイドの

解消に向けた支援など国が進めるデジタル施策の具体的な推進に協力するとともに、引き続き、デジタル社

会においても行政書士が活躍できるよう、各種申請システムの改善に係る業務環境の整備等についても、関

係省庁と連携して対応してまいります。そして、こうしたデジタルデバイド解消への行政書士の深い関与が、

国民の申請の権利の擁護に直結し、“国民の権利利益の実現”に寄与することを念頭に、各事業を推進して

まいります。 
また、行政手続のデジタル化においては、従来、申請の際に求められていた複雑かつ大量の立証書類の調

整や要件該当性の説明に代わって、受付時の審査の簡素化・迅速化が進み、これに伴い、真正性を担保する

ための事後調査等に重点が置かれることが予想されます。加えて、オンラインフォームへの入力と送信によ

る申請手続が主流となれば、書類の作成と提出の区別ができにくくなり、なりすまし等の不正行為がますま

す横行することが懸念されます。このような状況に対応するため、行政書士が申請から事後救済手続までを

一貫してフォローすることができるような法改正を目指して対応を進めてまいります。並行して、行政書士

制度調査室や行政書士制度に関する研究会が中心となり、海外の行政書士類似制度の研究を含め、多角的に

行政書士法の見直しを進め、時代に即した制度設計に向けた検討を進めてまいります。 
デジタル化に対応する取組みとして進めてきた新行政書士会員管理システムについては、登録関係事務を

中心とした業務の大幅な効率化を実現するため、新入会員登録申請及び現会員の変更登録申請について、順

次オンライン化に対応してまいります。また、オンライン申請時にシステム上で行政書士資格の証明が行え

るよう、デジタル庁が開発する国家資格等情報連携・活用システムとの資格情報の連携に向け、環境整備も

進めてまいります。これからも単位会及び会員の皆様の負担軽減を図りつつ、行政書士業界全体のデジタル

化を推進いたします。 
令和5年8月31日から一般倫理研修の受講義務が始まりました。各単位会の協力のもと、受講促進に係る

周知や未受講者への対応に係る指針の策定など、鋭意対応を図っています。令和6 年 1 月には、会員全体の

倫理意識をより一層高めることを目的として、行政書士職務基本規則を制定しました。私たち行政書士一人

一人がその使命を自覚し、社会的責任を果たすことが、国民との信頼関係を構築するうえで最も重要です。

今一度、自らの襟を正して業務に精励し、デジタル化が進む社会になっても変わらず、「頼れる街の法律家」

として必要とされる国家資格者であり続けられるよう、更なる制度の発展に努めてまいります。 
令和 6 年度は、社会全体のデジタル化が更に加速化することが予想されます。規制改革や行政改革の推進

に伴い、少なからず行政書士への影響も懸念されますが、これを好機と捉え、更なる行政書士制度の発展に

向けて、法改正を始めとした各事業に全力で取り組んでまいります。  
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１ 活動理念 

“そうだ、行政書士に相談しよう！”という気運を高めよう！！ 
◯ 地域住民や事業者の方々にとって、行政書士が生活圏にいる、事業者の営みに寄り添う、正に身近な良

き相談相手として、地域に必要不可欠で有益な国家資格者としての位置付けを確固たるものにします。 
◯ 権利擁護を推進することをもって、“国民の権利利益の実現”に寄与します。 

 
２ 基本方針 

◯ “3つの共生”を掲げて、地域住民に愛され、期待される活動を飛躍させます。 
◯ デジタル化や 2040 年問題など変容する社会と行政手続に即座に対応することで、許認可申請を始めと

した官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類作成の法律専門職として、行政

書士への社会的評価と信頼を高めます。 
◯ デジタル社会においても、まずは行政書士に相談することが全国標準となるように注力します。 
◯ 人口急減・超少子高齢社会においても、『誰一人取り残されない』国民の権利利益の実現を推進します。 
◯「ポストコロナ」社会における国民・事業者支援活動を推進します。 
◯ 多様性のある社会の実現、特に多文化共生社会の実現を目指し、その中心的役割を担います。 
◯ 特定行政書士制度を推進します。 
◯ 行政書士の職務に関する倫理と行動規範の徹底を推進します。 

 
（１）地域との共生 

－地域密着型の活動を地域において推進するために、現場が活動しやすいステージづくりをします－ 
① 地域住民や事業者の方々に対し、行政書士業務を通して地域に貢献します。 
② 各種団体の全国中央会などとの連携を推進することをもって、地域の金融機関などの経済団体を始め

とする各種団体と連携して、各地域における事業者の支援を推進します。 
③ 外国人材受入れに関する適正手続を始め、生活・事業における支援等と国際交流を推進します。 
④ コスモス等と連携した全国統一運動など、全国的な成年後見制度を推進します。 
⑤ 空き家対策及び所有者不明土地問題対策を推進します。 
⑥ 災害復興支援活動及び地域活性化支援活動を推進します。 
⑦ ADRや法教育を推進します。 
⑧ 暴力団等排除対策を推進します。 

 
（２）役所との共生 

－行政書士制度の維持発展と行政事務の円滑化のために、政策提言等を行います－ 
① 日政連と連携して、行政書士業務を強固にするための法改正を目指します。 
② 行政書士法に関する調査研究を推進します。 
③ 行政書士業務に関係する法改正等について、積極的に政策提言を行います。 
④ デジタル社会の実現への対応を推進します。 
⑤ マイナンバーカードの普及促進を推進します。 

 
（３）他士業者との共生 

－多様化する国民のニーズに応えるために、他士業者との連携を図ります－ 
① 広範囲の業務特性を持つ行政書士業務に鑑みて、協力関係を構築します。 

 
３ 活動内容 

各部、委員会、デジタル推進本部、行政書士制度調査室、中央研修所等の事業計画（案）のとおりです。 
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＜各部・委員会事業計画案＞ 

 

【総務部】 

１ 行政書士の品位保持と制度遵守の徹底 

２ 諸会議の開催 

３ 顕彰（式典等）の実施 

４ 新年賀詞交歓会の実施 

５ 日行連と各地方協議会との連絡会の開催 

６ 単位会相互の地域的連絡調整の促進 

７ 他の部の所管に属さない事項への対応 

 

【経理部】 

１ 予算・決算の適正管理 

２ 賃借物件（東京都港区・虎ノ門タワーズオフィス）の適正管理 

 

【広報部】 

１ 広報活動の推進 

２ 「月刊日本行政」の発行 

３ 行政書士制度PRポスターの作成 

４ 行政書士制度PR事業 

５ インターネットによる広報活動 

６ 全国広報担当者会議の開催 

 

【法規監察部】 

１ 行政書士法を含む諸法規の調査研究及び指導 

２ 関係法規集等の改訂作業及びホームページ掲載の関係法規の管理 

３ 行政書士法関係法令先例総覧等の改訂 

４ 各単位会における監察活動の推進 

５ 行政書士法違反行為の防止 

６ 全国監察担当者会議の開催 

 

【許認可業務部】 

＜運輸交通部門＞ 

１ 関係業務の開発及び法令等の調査研究 

２ 電子申請に係る具体的対応 

３ 関係省庁及び団体等との連携強化、情報収集 

＜建設・環境部門＞ 

１ 関係業務の開発及び法令等の調査研究 

２ 関係省庁及び団体等との連携強化、情報収集 

３ 電子申請及びデジタル化への対応・新規業務獲得に向けた実務研究 

＜社労税務・生活衛生部門＞ 

１ 関係省庁及び団体等との連携強化、情報収集 

２ 業務の実務研究 

３ 経過措置会員による社労業務の円滑推進 

－65－

第４ 号議案



 

＜農地・土地利用部門＞ 

１ 法定業務及び関連業務並びに法令等の調査研究 

２ 関係省庁及び団体等との連携強化、情報収集 

 

【法務業務部】 

＜部全体＞ 

１ 地域との共生事業の調査、情報収集及びその提供 

＜権利義務・事実証明部門＞ 

１ 改正法によりもたらされる行政書士業務に対する影響の精査とその対応 

２ 既存業務について更なる専門性を確立するための研究及び情報提供 

３ 所有者不明土地・空き家問題についての調査研究及び関係各所への情報発信 

＜法務事務・成年後見部門＞ 

１ 高齢者・障がい者等に対応する総合的な支援策（成年後見制度及びその周辺制度）の調査研究 

２ コスモス等と連携を図り、成年後見制度のより円滑な運用を支援するための周知活動と情報発信 

 

【国際・企業経営業務部】 

＜国際部門＞ 

１ 国際業務に関する調査研究 

＜知的財産部門＞ 

１ 知的財産業務に関する調査研究 

２ 著作権相談員制度の維持拡大に関する対応 

３ 新学習指導要領に対応した著作権教育のモデル事業案の検討 

＜企業支援部門＞ 

１ 中小企業支援（知的資産経営支援業務）等の調査研究 

 

【登録委員会】 

１ 行政書士登録事務及び行政書士法人届出事務に関する調査研究及び指導 

２ 登録申請書類の審査 

 

【申請取次行政書士管理委員会】 

１ 出入国在留管理手続の公正かつ円滑な実施への対応 

２ 委員会規則に係る調査及び対応 

３ 申請取次制度の普及と充実 

４ 各地方出入国在留管理局、申請取次責任者との連絡、調整 

５ 申請取次行政書士管理委員会（単位会）への助成 

 

【規制改革委員会】 

１ 規制改革・行政改革等への総合的対応 

 

【デジタル推進本部】 

１ デジタル・ガバメントにおける行政書士業務の現状把握と具体的な施策 

２ 行政書士会員管理システムの改修 

３ マイナンバーカード申請サポート事業 

４ 日行連のDX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進  
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【裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部】 

１ 行政書士の行うADRの今後についての事業展開に係る協議 

２ 認証取得済単位会課題検討協議会の開催 

３ 日行連によるADR調停人養成のためのオンラインによるスキル研修の開催 

４ 模擬ODRの開催と単位会が開催する研修支援 

５ 関係機関・団体等への参加 

６ 認証申請単位会及び認証取得済単位会への支援 

 

【法改正推進本部】 

１ 行政書士法改正の推進及び制度維持への対応 

 

【大規模災害対策本部】 

１ 大規模災害被災単位会の会務運営への支援協力・指導 

２ 大規模災害等への対応 

 

【選挙管理委員会】 

１ 会長選挙の諸準備 

２ 会長選挙改善点に係る検討 

 

【自動車保有関係手続ワンストップサービス（OSS）対策特別委員会】 

１ 自動車保有関係手続に関する道路運送車両法及び行政書士法施行規則改正に関する調査研究及び情報収

集 

 

【改正行政書士法対応委員会】 

１ 特定行政書士制度の推進 

２ 特定行政書士業務の調査研究 

３ 特定行政書士制度PR活動の推進 

 

【法教育推進委員会】 

１ 法教育事業の調査研究 

２ 単位会における法教育取組み状況等の集約・分析 

３ 単位会における法教育事業実施への支援 

４ 法教育事業の普及啓発 

 

【暴力団等排除対策委員会】 

１ 暴力団等反社会勢力の排除対策の推進 

２ 関係団体等との連携強化、情報収集 

 

【権利擁護推進委員会】 

１ 基本理念・活動方針の周知 

２ 行政書士業務を通じた高齢者・障がい者・外国人・LGBT 等の分野別権利擁護及び行政書士業務における

手続を通じた権利擁護の調査研究 

３ 権利擁護活動の対外的なPR 
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【行政書士制度調査室】 

１ 行政書士制度に影響する事案や国家戦略案件への施策立案等の総合的対応及び制度に関する研究 

２ 業際問題等の背景や経緯を含めた情報の蓄積・整理及び業務情報の共有化 

３ 国等への行政書士利活用の政策提言の実施 

４ 規制改革・行政改革に関連する政策提言の実施 

 

【中央研修所】 

１ 会則第62条の3第1項第一号研修の実施 

（１）基礎研修の実施 

①基礎法律研修 

（２）業務研修の実施 

①法定業務研修 

②業務関係研修 

③特定行政書士プレ研修 

④特定行政書士ブラッシュアップ研修 

（３）政策研修の実施 

①政策関係研修 

②司法研修 

③新規業務等に対応する研修 

２ 会則第62条の3第1項第二号研修の実施 

（１）特定行政書士法定研修の実施 

３ 会則第62条の3第1項第三号研修の実施 

（１）一般倫理研修の実施 

（２）特別倫理研修の実施 

４ ビデオ・オン・デマンド研修システムの運用の更なる深化・改善 

－68－

第４ 号議案


